
Ｎｏ．１３（継続） 

（葵学区、松ヶ崎学区） 
 

要望事項 （優先順位 葵２、松ヶ崎２、松ヶ崎３） 

第二疏水分線の堆積物の除去について 

 

要  旨 

（葵） 

 松ヶ崎から下鴨にまたがる第二疏水分線のうち、松ヶ崎浄水場前から葵学区の泉

川橋（泉川合流点）までの区間について、松ヶ崎学区および葵学区より、水路内堆

積物の除去等を要望しておりましたが、上流区間（松ヶ崎浄水場前～泉柳橋）の堆

積土砂浚渫工事が、昨年度（令和 4 年 1 月）に実施され、建設局に感謝申し上げま

す。 
 引き続き、下流区間（泉柳橋～泉川橋（泉川合流点））について工事の継続を強く

要望します。 
 また、昨年度工事実施区間（上流）については、土砂浚渫の実施のみでヘドロ・

シルト等が残っているため、これらの除去をお願いします。 
 なお、現状の流量のままでは掃流力が乏しいため、早晩、土砂およびヘドロ・シ

ルト等が堆積し、浚渫工事前の様相に戻ると想定されます。工事前は、ヘドロによ

り悪臭が発生し、気温の高い季節に周辺の住宅で窓も開けられない悪臭が漂うほ

ど、環境が悪化していました。 
 第二疏水分線の流量を増やし、掃流力を高めて、ヘドロ・シルト等が堆積しない

ようにする以外、根本的な解決策はありません。 
 令和 3 年に、第二疏水分線を含む琵琶湖疏水全体が、歴史的土木構造物の保存に

資することを目的とする、土木学会の「土木学会選奨土木遺産」に認定されたこと

から、第二疏水分線を土木遺産にふさわしい形で保存するためにも、第二疏水分線

の流量を増やし、水環境を保全することを要望します。 
 
（松ヶ崎２） 

 長年要望していた琵琶湖疏水第二分線のヘドロ除去について、令和 3 年度に松ヶ

崎橋までの区間については浚渫工事を実施頂きありがとうございました。 

 ただ、要望していた葵学区の泉川合流点までの浚渫には至らず、松ヶ崎橋から泉

川合流点までの区間が未着手となっております。 

 また、流水量についても改善がなされていないため、浚渫していただいた松ヶ崎

橋より上流部について、堆積物が逆流して再びヘドロの堆積が見られています。 

 環境の改善、景観の保全のためにも引き続き松ヶ崎下流の浚渫の実施とともに更

なる流量の確保をお願いいたします。 
 

（松ヶ崎３） 

琵琶湖疏水第二分線の水源は、過去は琵琶湖疏水から取り入れた水道の原水の一

部が放流されていましたが、現在は松ヶ崎浄水場からは雨水とごく一部の排水が放

流されているだけで、大半が高野川上流の井出ヶ鼻井堰を起点とする松ヶ崎地区を

流れる用水の一部が東端の放水口より流入しています。 
井出ヶ鼻井堰を起点とする松ヶ崎地区を流れる用水は、もとは農業用水や防火用

水として利用され、松ヶ崎地区を縦横に流れ、大半は泉川として下鴨地区に流れ着

きます。しかし、現在は前川などを除いて多くが暗渠やコンクリートで固められた



側溝となったため、新しい住民を中心に、下水として思われている節があり、その

排水口である松ヶ崎浄水場前の放水口には、ビニール袋、ペットボトル、空き缶な

どのゴミが流れ着き、2 週に 1 度のボランティア（東桜会および疎水の環境を守る

会）による清掃においては、毎回 30L のゴミ袋 2 から 4 個ものゴミを回収していま

す。 
また、時折廃油が流れ込んで水面に油膜が漂っている場合もあります。 

松ヶ崎地域の用水路は広域のわたるため投棄者を特定することは困難だと思います

が、たとえ暗渠であっても、その水が疎水や下鴨神社に流れ込む用水であることを

周知し、環境の保全のためにもゴミや廃油等の投棄を防止する啓もう活動を左京区

が中心となって行うとともに、行政による不法投棄の取り締まりが行われることを

重ねて要望します。 

 

回 答 

（上下水道局） 

 松ケ崎浄水場から第二疏水分線への放水については、現在、雨水や浄水処理水等

を１日当たり８０㎥放流しています。 

過去には、琵琶湖疏水から取り入れた水道の原水の一部を放流していましたが、

近年は、琵琶湖の水質の影響によって、「かび臭」や「生ぐさ臭」が発生することが

多く、これらの臭気を除去するために、松ケ崎浄水場に至るまでの原水に、粉末活

性炭を投入しています。粉末活性炭を含んだ原水を第二疏水分線に放流すること

は、瀬戸内海環境保全特別措置法において規制されており、これ以上の放流は難し

いと考えております。  

 

（建設局） 

第二疏水分線の堆積物の除去については、今年度は泉柳橋から西岸本橋付近まで

の間で実施する予定です。 

堆積物の除去等に当たっては、沿道住民をはじめとする地域の皆様の御了解が不

可欠であることから、地元への周知等について御協力をお願いいたします。 

なお、さらに以西の浚渫や昨年度実施区間の再浚渫については、引き続き予算確

保に努めてまいります。 

また、ゴミや不法投棄については、啓発看板の設置等を検討してまいります。 

本市の管理する河川、水路等におけるゴミや不法投棄については、左京土木事務

所で対応しますので、お手数をお掛けしますが、御連絡いただきますようお願いし

ます。 

また、第二疏水分線の泉川橋より上流については、流量を増加させることは困難

ですが、引き続き適正な維持管理に努めてまいりますので御理解を賜りますようお

願いいたします。 



 

 



 


